
事 務 連 絡

平成 20年 7月 24 日

都道府県労働局

労働 基準部労災補償課長 殿

厚生労働省 労働基準局労災補償部

労 災 管 理 課 長 補 佐 (企 画 担 当 )

労働者災害補償保険法の規定による告示の制定等について

本 日付 けで下記の厚生労働省告示が別紙 1のとお り定められたので､参考のために

送付す る (各告示の適用 日は本年 8月 1日).

また､本件 については､問い合わせが局署に寄せ られ ることが予想 され るが､それ

らの問い合わせ に回答す るに当たっては､別紙 2を参考 とされたい.

なお､今後の作業予定 として､本年 8月 4日に労災保険業務室か ら直接署- ｢年金

額等変更 リス ト｣ を送付す ることとしている｡

記

1 厚生労働省告示第 404号 ｢労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第

三項の規定に基づき､ 自動変更対象額を変更す る件｣ (自動変更対象額の変更)I

2 厚生労働省告示第 405号 ｢労働者災害禰債保険浜第八条の二第二項各号の厚生

労働大臣が定める額 を定める件｣ (年齢階層別最低 ･最高限度額の改定)

3 厚生労働省告示第 406号 ｢労働者災害補償.保険態の規定による年金たる保険給

付等 に係 る給付基礎 日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件｣

(年金スライ ド率の改定)

4 厚生労働省告示第 407号 ｢労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生

労働大臣が定める率を定める件｣ (遺族 (補償)一時金等の換算率の改定)
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〔省

令
〕

○
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
'
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

組
織
規
毎
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(法
務
四
七
)

星
口

示
〕

○
庶
戸
籍
の
1
部
が
滅

失
し
た
件

(法
務
三
五
〇
)

○
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

(同
三
五

こ

○
返
納
を
命
じ
た
旅
券
を
無
効
と
す
る
件

(外
務
四
t
八
～
四
二
こ

〇
千
九
首
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト

ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ

く
規
則
の
修
正
に
関
す
る
件
(同
四
二
二
)

○
個
人
向
け
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令

第
四
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
途

換
金
に
係
る
個
人
向
け
国
債
の
買
入
消
却

に
関
す
る
件

(財
務
二
二
l
)

○
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
第
九

粂
弟
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
'
自
動
変
更
対
象
額
を
変
更
す
る
件

(厚
生
労
働
四
〇
四
)

0

0
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
八
条
の
二
第

二
項
各
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

を
定
め
る
件

(同
四
〇
五
)

○
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る

年
金
た
る
保
険
給
付
等
に
係
る
給
付
基
礎

日
額
の
算
定
に
用
い
る
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
率
を
定
め
る
件

(同
四
〇
六
)

○
労
働
者
災
害
有
償
保
険
法
第
十
六
条
の
六

第
二
項
等
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率

を
定
め
る
件

(同
四
〇
七
)

○
埼
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す

る
特
別
籍
置
法
第
十
三
条
第

丁
項
の
職
業

転
換
給
付
金
の
支
給
基
準
に
関
す
る
省
令

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
'
就
職

促
進
手
当
の
日
額
蓑
を
定
め
る
件

(国
土
交
通
八
九
八
)

○
船
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
関
す
る
国
際

協
定
の
締
結
等
ーこ
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関

す
る
臨
時
措
置
法
施
行
親
則
第
十

1
粂
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
'
訓
練
待
期
手
当

及
び
就
職
促
進
手
当
の
日
額
象
を
定
め
る

件

(同
八
九
九
)

○
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
'
訓
練
待
期
手
当
及
び
就
職
促
進
手

当
の
日
額
表
を
定
め
る
件

(同
九
〇
〇
)

○
船
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
関
す
る
本
州

四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う

一
般
旅
客
定

期
航
路
事
業
等
離
職
者
の
再
就
職
の
促
進

に
関
す
る
省
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
'
訓
練
待
期
手
当
及
び
就
職
促
進

手
当
の
日
額
表
を
定
め
る
件
(同
九
〇

一
)

○
漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
L
)関
す

る
特
別
措
置
法
第
十
三
条
第

l
項
の
職
業

転
換
給
付
金
の
支
給
基
準
に
関
す
る
省
令

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
'
就
職

促
進
手
当
の
日
額
の
算
定
に
当
た
り
'
収

入
の
一
日
分
に
相
当
す
る
額
か
ら
控
除
す

る
額
を
定
め
る
件

(同
九
〇
二
)

○

○
船
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
関
す
る
国
際

協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関

す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
粂
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
'
訓
練
待
期
手
当

又
は
就
職
促
進
手
当
の
日
額
の
算
定
に
当

た
り
'
収
入
の
1
日
分
に
相
当
す
る
額
か

ら
控
除
す
る
額
を
定
め
る
件
(同
九
〇
三
)

○
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
施
行
規
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
'
訓
練
待
期
手
当
又
は
就
職
促
進

手
当
の
日
額
の
算
定
に
当
た
り
'
収
入
の

一
日
分
に
相
当
す
る
額
か
ら
控
除
す
る
額

を
定
め
る
件

(同
九
〇
四
)

○
船
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
関
す
る
本
州

四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う

1
般
旅
客
定

期
航
路
事
業
等
離
職
者
の
再
就
職
の
促
進

に
関
す
る
省
令
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
､
訓
練
符
期
手
当
又
は
就
職
促

進
手
当
の
日
額
の
算
定
に
当
た
り
'
収
入

の
一
日
分
に
相
当
す
る
額
か
ら
控
除
す
る

額
を
定
め
る
件

(圃
九
〇
五
)

○
道
路
に
関
す
る
件

(中
国
地
方
整
備
局
六
二
～
六
四
)

〔人
事
異
動
〕

内
閣

人
事
院

内
閣
府

金
敢
庁

法
務

省

公
安
調
査
庁

財
務
省

項
部
科
学
省

文
化
庁

農
林
水
産
省

〔皇
室
事
項
〕

〔官
庁
報
告
〕

国
土
調
査
法
に
基
づ
く
国
土
調
査
と
同
｣
の

効
果
が
あ
る
も
の
と
し
て
の
指
定
の
公
告

(国
土
交
通
省
)

〔資

料
〕

閣
議
決
定
等
事
項

機
械
受
注
統
計
調
査
報
告

月
)
(実
績
)
(内
閣
府
)

〔

公

告
〕

諸

事

項

官
庁公

認
会
計
士
懲
戒
処
分
､

裁
判
所

(平
成
二
十
年
五

公示送達関係二1]

相
続
'
公
示
催
告
'
失
提
'
除
権
決
定
'

破
産
'
免
責
､
特
別
清
算
'
会
社
整
理
'

再
生
関
係

地
方
公
共
団
体

公
債
償
還

(東
京
都
区
)
関
係

会
社
そ
の
他
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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
E
l首
E
l号

労
働
者
次
章
補
償
保
険
洩
施
行
規
則

(昭
型

二
十
年
労
億
省
令
弟
二
十
二
き

第
九
粂
第
二
項
及
び
菟
三
項
の
先
走

に
基
づ
き
'
平
成
二
十
年
八
月

1
日

(以
下

r適
用
日
｣
と
い
う
J
以
鐘
の
同
条
第

1
項
第
四
号
に
規
定
す
る
自
動
変

更
対
象
額

(以
下
単
に

r自
動
変
更
対
象
額
L
と
い
う
O)
を
四
千
六
十
円
に
変
更
す
る
.
た
だ
し
'
適
用
目
前
の
期
間

に
係
る
労
働
者
災
害
裾
併
保
険
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律
斧
五
十
号
.
以
下

｢法
｣
と
い
う
｡)
の
規
定
に
よ
る
年
金
た

る
保
険
給
付
並
び
に
適
月
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
活
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
給
付
､
陣
容
補
償

f
時
金
､

障
害
葡
債
年
金
差
額

一
時
金
'
障
奮
清
債
年
金
前
払

一
時
金
'
辻
族
甫
債

一
時
金
.
遺
族
常
備
年
金
前
払

t
時
金
及
び

葬
兵
科
並
び
に
休
業
給
付
へ
障
書

一
時
金
､
障
奮
年
金
差
額

l
時
金
'
揮
幸
年
金
前
払

t
時
金
､
辻
族

l
時
金
'
社
旗

年
金
前
払

f
時
金
及
び
秦
条
給
付
L
J係
る
自
動
変
更
対
象
額
に
つ
い
て
は
'
な
虫
従
前
の
例
に
よ
る
｡
適
用
目
前
に
死

亡
し
た
労
働
者
に
屈
し
法
第
十
六
条
の
六
第

t
項
第
二
号

(法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
J
の
場
合
L
}支
給
さ
れ
る
遺
族
補
債

一
時
金
又
は
漣
旗

l
時
金
で
あ
っ
て
'
適
用
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の

生
じ
た
も
の
及
び
適
用
目
前
に
障
巷
有
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
労
働
者
の
当
該
幹
事
補
償
年

金
に
係
る
障
奪
禰
償
年
金
差
額

一
時
金
又
は
藩
用
日
南
に
降
車
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
労
働
者

の
当
該
障
書
年
金
に
係
る
障
害
年
金
差
額

一
時
金
で
あ
っ
て
､
適
用
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
も
の
に
係

る
自
動
変
更
対
象
額
に
つ
い
て
も
'
同
様
と
す
る
.

平
成
二
十
年
七
月
二
十
E
L日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要

一

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
E
l百
五
号

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則

(昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
)
第
九
条
の
四
第
七
項
の
東
京
に
基
づ

き
'
平
成
二
十
年
八
月

1
日
か
ら
平
成
二
十

1
年
七
月
三
十

1
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
労
働
者
災

著
宿
債
保
険
法

へ昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
)
の
濃
定
に
よ
る
休
業
補
債
給
付
若
し
く
は
休
業
給
付
又
は
平
成
二

十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十

一
年
七
月
ま
で
の
月
分
取
同
法
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
額
の
算
定
の
基
礎
と

し
て
用
い
る
給
付
基
礎
日
額
に
係
る
同
法
第
八
条
の
二
第
二
項
各
号

(同
法
第
八
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

境
合
を
含
む
｡)
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
は
'
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
齢
潜
層
の
区
分
に
応
じ
'
そ
れ
ぞ
れ

同
義
の
中
細
及
び
下
欄
に
定
め
る
缶
と
す
る
｡

平
成
二
十
年
七
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
声

舛
添

要

1

六 五 五 四 四 - - 辛

十歳 十五 十歳 十五 十読 辛玉 j=歳 十五 十歳 十義 蘇障
臥 歳 以 読 臥 歳 以 義 臥 乗 層

上六 以上 上玉 臥上 上四 臥上 主 臥上 上 柄 の区

十五 六十 十五 五十 十五 四十 十五 辛 十五 ､分

義栄 読.未 歳栄 読末 義栄 義乗 義乗 読末 読栄
* 演 * 滞 帝 満 演 演 a

四 五 巧 -ti七 巧 7i 五 五 也

六 九 五 ○ - 九 五 A ○ -

四A ノヽ五 九七 八九 四 七 (⊃ 四九 七 云 るRの粂額を三の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 含第二

るを三二労頬舌茶葉働む二二着･J項項災のに第書原虫二甫生い号僕穿て(保健準同険墓守産業がる八八七防 四〇 四Li 五七 A.六九 巧五四 ≡九 言 壱

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

二
二
､
三
七
四
円

o
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
号

労
働
者
災
者
補
償
保
険
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律
弟
五
十
号
)
第
八
条
の
三
第

t
項
第
二
号

(同
点
第
八
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J
の
裁
定
に
基
づ
き
､
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十

一
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
同

法
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
又
は
平
成
二
十
年
八
月
1
日
か
ら
平
成
二
十

丁
年
七
月
三
十

t
日
ま
で
の
間
に

支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
同
法
の
規
定
L
,よ
る
降
着
檎
債

一
時
金
若
し
く
は
遺
族
祐
債

l
時
金
若
し
く
は
障
害

一
時

金
若
し
く
は
社
旗

1
時
金
に
係
る
給
付
基
瑳
日
額
の
算
定
に
用
い
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率
を
次
の
と
お
り
定
め

る
.

平
成
二
十
年
七
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要

1
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686

昭和舶年4月1日か ら昭和45年3月31日まで 600

516

昭和46年4月1El75.'ら昭和47年 3月31日まで 452

391

昭和48年4月エ日から昭和49年3月31日まで 329

昭和49年4月1日から昭和5D年3月31日まで 265

昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで 226

昭和51年4月1白から昭和52年 3月31日まで 203

昭和52年4月1日から昭和53年 3月31日まで 185

昭和53年4月1日から昭和54年 3月31日まで . ユ76

165

昭和55年4月1日か ら昭和56年 3月31日まで 156

149

昭和57年4月1Elから昭和58年3月31Elまで 142

13g

昭和5g年4月1日から昭和60年 3月31Elまで 134

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで 130

昭和61年4月1Elから昭和62年 3月31日まで 127

昭和62年4月1Eは らヽ昭和63年 3月31日まで 124

昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで 120,

平成元年4月1日から平成 2年 3月31日.まで 116

平成 2年4月1日から平成3年 3月31日まで 113.

平成 3年4月1日から平成4年3月31日まで .109

平成4年4月1日か ら平成 5年 3月31日まで 106

平成 5年4.月1Elか ら平成 6年3月31Eーまで 105

平成6年4月1日から平成 7年3月31日まで .103

平成 7年4月1日から平成 8年 3月31Eほ で 101

平成 8年4月1日から平成 9年 3月31Elまで 100

平成 9年4月1Elから平成10年 3月31Elまで 99

平成10年4月1日から平成11年 3月3i日東で 99

平成11年4月1日から平成12年3月31Elまで gg

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで 98

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで 9g

平成14年4■月1日から平成15年3月31日まで 100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで loo

平成16年4月1E7から平成17年3月31Elまで 100

平成17年4月18から平成18年 3月31日まで 100

○』生耕･R車細柵終粍EIknV叶
触寧紳輔他律帯革盤瀕 (皆最】トト1相磯世総桐十吋)粍十lく蛾eiく耽1順 (旺滋味H十t傾QEL.#

11慣il将S,tJ卦野本ゆ辞中村巾訂 )淵BiZ釈尊柵鞘祢津準嘩堪胡蝶U=蝿覇 (瞥偉1日十Qt-恥辱和解峠Ti
十】柵り墓宗純十中野由75鵜+r<酵 (り丈･DQ感触村匝4p･歪義妹111十1く降出蒋ユtJ卦時世岬好くE]秘中

訂 )親告i2正中監宗熊111+1t停(匠4F森高粍El+川野出将S,tJ軌tEト岬坤中村Qt]訂 )Q演描出網T18U′
鈴掛 I十秒<EEH 皿島ADH一矧 】+】牡中Tqlll十In舶PGt匡il桝柴4th'(伽称名も胡Ljit匠瀬粍十1く喋

引く輔1坪味11吋 (匝想妹11+I1嘘昏包堆n僻 iZ碍StJ粁EEかTO輝くn姑】Qt嶋)℡)G)頼堪津軽1酸噸恥J

v出潮潜 I盤朝粥出赴沖潜掛 倒鵬潜 l世胡恥,jv盤蛙抽牡胡刺戟 1盤■胡G)塀Q触8u 監J 桝鑓叫
ぶ虫類単韓軽砂胡蜘 J v 空頼堆熊革牡朝寝東l瞥胡榊,jV出熱堪掛倒軸,)>生瀬瀕牡朝寝頑 l放朝粥

だ埋軸帯革牡塀榊Jvヱ王政柵席巻牡胡疫.Ntd)瞥胡軸JV出盤他社胡軸.jV望政他牡胡耗東 1故僻Gy凝

出髄杜で恥鞄胡独尊米山造地食rO格付鴬epU碑 D地膚rP'

陣唱IH一併ギ吋 トトgrに 艶判決車《幽 玄准 榔)

膏隻嘉を譜 蓬謹 編 著霊品荒壁蒜霊雛 競 芋麗 欝 墓誌 竺恕悪霊塞き義挙撃馨
■事由が生じた月の 屑する期間 (単位%)

昭和50年4月1日から昭和51年 3月31日まで ZZ5

昭和51年4月1日から昭和52年3月31.日まで 202

昭和52年4月1日か ら昭和53年3月31Elまで 185

昭和由年4月1日から昭和54年3月31日まで 175

昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで 165

昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで 156

昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで 149

瑠和57年4月1日か ら昭和58年 3月31日まで 142

昭和58年4月1日から昭和59年 3月31日まで. 138

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで 134
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昭和61年4月1日か ら昭和62年 3月31E]まで 126

昭和62年4月 lEは らヽ昭和63年 3月31日まで 123

昭和63年4月 1日から平成元年 3月31日まで 119

平成元年 4月 1日か ら平成 2年 3月31日まで 116

平成 2年 4月 1日から同年 7月31日まで 112

116 .

平成 3年 8月 1日から平成4年 7月31日まで 112

平成 4年 8月 1日から平成 5年 7月31日まで 108

平成 5年 8月 1日か ら平成 6年 7且31日まで 106

平成 6年 8月 1日から平成 7年 7月31日まで 104

平成 7年 8月 1日から平成 8年 7月31日まで 102

平成 8年 8月 1日から平成 9年 7月31Eほ で 101

平成 9年 8月 1日から平成10年 7月31日まで 99

平成10年 8月 1日から平成11年 7月31日まで 98.

平成11年 8月 1日から平成12年 7月318まで 99

平成12年 8月 1日から平成1呼 7月31日まで g8

平成13年 8月1日から平成14年 7月31Eほ で 98

平成14年 8月 1日から平成15年 7月31日まで ･9g

平成15年 8月 1日から平成16年 7月31日まで loo

平成16年 8月 1日から平成17年 7月31日まで loo

平成17年 8月 1日から平成18年 7月31Elまで 100

平成18年 8月 1日から平成19年 7月31日まで 99

備考

1 この裏及び備考において r渡族補併年金等Jとは遺族補償年金若しくは辻族年金又は障蕃禰併

年金若しくは障奮年金をいい､r遺族補償年金前払一時金等｣ とは浪族補償年金前払一時金若しく

は遣族年金前払一時金又は降車補償年金前払一時金若しくは障害年金前払一時金をいう｡

2 平成 2年7月31日以前の期間に係る連族柿債年金等又は同日以前に支給すべき事由が生じた辻

●族補償年金前払一時金等が支給された場合に溶けるこの裏の活用については.同表中 r支給され

た漣族補併年金等の支給の対象とされた月又は支給された漣故郷俵年金前払一時金等q)支給すべ

き事由が生じた月の属する期間｣とあるのは､r労働着災奮補償保険法第 8粂第 1項の算定事由発

生日の属する期間 (支給された遺族柵償年金等の板が労働者災書補償保険法等の一部を改正する

法律 (平成 2年法律第40号)第 1条の成定による改正前の労働者災蕃禰俳保険洩 (以下 r旧括｣･

という｡)第64灸の規定又は労働者災審補償保険法等の一部を改正する法律 (昭和55年法律弟104
見 以下 ｢改正軌 というJ附ErJ第10条の成定による改正静の労働着火音補併保険法の一郎を改

正する法浄 (昭和40年按律第130号)附All第41桑の規定若しくは改正睦附RlJ第11免の規定による

改正前の労働者炎宰補償保険法の一部を改正する汝律 (昭和48年法律第85号)附則籍3魚の規定

により改定されたものである場合に臥 当該改定後の板を潰族柿債年金等の額とすべき最初の月

の属する年度 (4月1日から翌年 3月31日までをいう.以下同じ.)の前年度の属する期間とし,

支給された連族柿併年金前払一時金等の頻がJEI按弟65免の規定により改定されたものである場合

に臥 当該改定に際して支給されるものとみなされる漣族補償年金等についてその改定後の栃を

当肱遭族檎僕年金等の額とすべき最初の月の属する年度の前年度の属する期間とするJJとする｡

3 平成2年8月1日以後の期間に係る遭族補償年金等又は同日以後に支給すべき事由が生じた辻

族補併年金前払-一時金等 (その支給の対魚とされた月又は支給すべき事由が生じた月が労働者災

蓉補礁保険法第 8粂第 1項の策定事由発生日 (以下 ｢算定事由発生Eu という.)(平成19年4月

IEl前のものに限る｡)の屑する年度の翌年度の7月以前にあるものに限る,)については,算定事

由発生Elの属する年度の豊年度の8月を当醗辻族柵併年金等の支給の対象とされた月又は漣族抽

償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月とみなして,この表を適用する｡

4 男:足事由発生日が平成19年4月 lEl以後である場合は.支給された漣族禰Lt年金等又は漣族補

償年金前払一時金等の板に乗ずべき率を100%とする.

h--㌧ ∵ ､ :-./ .:L∴ ∴ ●-'二 二●:: ~､l' -"l∵ ∴ ∴ ∴
就職促進手当の｡触 轡 献 血 4'報 酬



別紙 2

(年金スライ ド)
間1 年金スライ ド制の趣旨如何o

問2 年金スライ ド率が変動する場合がある理由如何｡

問.3 年金スライ ド率はどのように推移しているか｡

間4 今年は年金スライ ド率が上がったが､来年以降はどうなるのか｡

間 5 最近の平均給与額はどのように推移しているのか｡

間 6 年金スライ ド率の改定等に関する年金受給者-の通知はどのように行っている
のか｡

間7 ｢年金スライ ド率の改定等による変更決定通知書｣より通知される年金年額の
変更は､年金スライ ド率の変更によるもののみか｡

間 8 年金受給者からの相談を受ける窓口は労働基準監督署のほかにあるのか｡

(年齢階層別最低 ･最高限度額)
間9 (1)年齢階層別最低 ･最高限度額とは何か｡

(2)年齢階層別最低 .最高限度額はどのようにして定められているのか｡
(3)年齢階層別最低 ･最高限度額は前年と比敏してどのように変更されたのか｡

(自動変更対象額)
間10(1)自動変更対象額とは何かo

(2) 自動変更対象額はどのように定められているのか｡
(3) 自動変更対象額は前年度と比敏してどのように変更されたのか｡



(答)

1 労災保険給付の給付基礎日額は､原則として被災時の平均賃

金を基に算定することとされている0

2 しかし､年金のように長期にわたって給付するものについて､

被災時の平均賃金に基づいて補償を続け七いくならば､その後

の賃金水準の変動を正確に反映しないこととなり､また､過去

に被災した労働者と近年被災した労働者との補償水準が大きく

異なることとなり公平性を欠くこととなる｡

3 こうした観点から年金支給額は､賃金水準の変動に応じキ年
金スライ ド率を用いて算定しているところであるo



(答)

年金スライ ド率は､各年度における平均給与額を基礎 として

算定しているため､平均給与額が前年度と比較して増加 してい

る場合には､年金スライ ド率が上昇し､減少している場合には､

年金スライ ド率が低下することとなる｡

平均給与額の変化が小さい場合には､四捨五入の関係で年金
スライ ド率が変動しない場合もある｡

なお､各年度における平均給与額については､毎月勤労統計

調査の ｢きまって支給する給与｣を用いている｡

(参考)

年金スライ ド率の算定は､労働者災害補償保険法の規定にもと

づき､下記のとおり行っている｡

平成 20年度の

年金スライ ド率

平成 19年度の平均給与額
(4月から3月の各月の合計額)

算定事由発生日の属する年度の平均給与額
(4月から3月の各月の合計額)

×100



平成 18年以来､2年ぶりのプラス改定である｡

(参考)

年金スライ ド増減率 (平均)の推移 (単位:%)

平成15年 -0.92

平成16年 -0.02

平成17年 -0.25

平成 18年 0.34

平成19年 -0.16



問4 今年峠年金スライ ド率が上がつたが､来年以降はどうなるの

(答)

年金スライ ド率は､支給年度の前年度における平均給与額 と算

定事由発生 日の属する年度の平均給与額 との比率により算定して ー

いるところである｡

このため､来年以降の年金スライ ド率は､平成 20年度以降の

平均給与額の水準によるものであるため､現時点で予測はできな

い ｡



(答)

毎月勤労統計調査における過去5年度の平均給与額の推移は下

表のとおりである｡

年度 きまって支給する給与
所定内給与 所定外給与

15 円 % '円 % 円 %277,286(-0.4) ●258,603(-0.7) 18,683(3,3)

16 271,959(-0.4) 252,968(-0.7) 18,991(3.7)

17 272,875(0.5) 253,440(0.3) ･19,435(2.1)
..18 271,672(-0.2) 251,892(-0.4) 19,780(2.0)

19 269,508(-0.2) 249,755_(-0.2) 19,753(0.7)

(注) 対前年度比は､抽出替えに伴 うキ寸ヤo)デ等を修正した指数等により算出している

ため実数で計算した場合と一致しない｡



問6 年金スライ ド率の改定等に関する年金受給者-の通知はどの

(答)

1 年金スライ ド率の改定等があった年金受給者に対しては､改

定後の年金スライ ド率等を印書した ｢年金スライ ド率の改定等

に.よる変更決定通知書｣(以下 ｢変更決定通知書｣という｡)を
送付し､改定後の年金年額を通知している｡

2 また､10月支払期には､｢労災保険年金等振込通知書｣又は

｢労災保険年金等送金通知書｣を送付し､年金受給者に年金給

付額を通知 している (通知書は10月8日付けの発送を予定し
ているO)｡

(参考)

○ 年金受給者は､今回通知する変更決定通知書と､前回通知している変更決定通知書に記載

された年金年額と比故することで､年金年額の変更状況を知り得る｡

○ また､前回通知している変更決定通知書を亡失している者についても､年金スライド率等

の改定前の8月支払期の年金額を6倍した額と今回通知する変更決定通知書に印字された

｢年金年額｣を比較することにより､年金年額の変更を知り得る｡

○ 年金スライ ド率のみの影響を比較する場合は､変更改定通知書に印字されている ｢スライ

ド率｣で年金給付基礎日額を割り戻し､端数額を切り上げて ｢給付基礎日額｣をいったん

求め､これに前回通知している変更決定通知書に印字されている ｢スライド率｣及び ｢給

付日数｣を掛け合わせたものが改定前の年金スライ ド率による年金年額となることから､

比較が可能であるC



問 7 ｢年金スライ ド率の改定等による変更決定通知書｣より.通知

される年金年額の変更は､年金スライ ド率の変更によるものの

(答)

｢年金スライ ド率の改定等による変更決定通知書｣は､年金

スライ ド率め改定のほか､

① 年金給付基礎 日額に係る年齢階層別最低 ･最高限度額の

改定

② 給付基礎 日額に係る最低保障額の改定

の場合に通知するものであり､一律に年金スライ ド率の変更に

よるものとは限らない｡



問8 年金受給者からの相談を受ける窓口は労働基準監督署のほ

(答)

(財)労災年金福祉協会が､47都道府県に設置している労災ケ

アサポー トセンター (労災年金相談所)において､労災年金等の

相談を受けつけている｡



問9 (1)年齢階層別最低 .最高限度額とは何かo

(2)年齢階層別最低 .最高限度額はどのようにして定められ

ているのか○

(3)年齢階層別最低 .最高限度額は前年と比較してどのよう

(答)

(1) 労災保険給付は､労働者が被災したことにより喪失した稼

得能力をてん補することを目的としているQこのため､労災

保険給付額の算定にあたっては､被災労働者の稼得能力を的

確に反映させるため､被災前 3ケ月間に支払われた賃金総額

を基に給付基礎 日額を計算している｡
しかしながら､長期間支給される年金の場合には､被災し

たときの給付基礎 日額と年金スライ ド率により給付額を計算

すると､加齢に伴 う稼得能力の変化や年功賃金に伴う賃金の
変化を十分に反映する仕組みにならない場合がある｡

この間題に対処するため､労災保険法第 8条の2第 2項に

より､年齢階層別最低 ･最高限度額が設けられている｡

(2) 年齢階層別の最低 ･最高限度額については､厚生労働省が
実施 している ｢賃金構造基本統計調査｣を基に､ 5歳ごとの

年齢階層別に､賃金額の高い者と低い者それぞれ5%を除外

したときの最低額 ･最帯額を基本として､毎年改定している
ところである｡

(3) 最高限度額については､増額となった年齢階層が多く､最

低限度額については､減額となった年齢階層が多いD



町10(1)自動変更対象額とは何かO
(2)自動変更対象額はどのように定められているのか○

(3)自動変更対象額は前年度と比較してどのように変更され

(答)

(1)L自動変更対象額は､給付基礎 日額が極端に低い場合を是正

し､補償を適切に行 うために設けられている｡

具体的には､給付基礎 日額が自動変更対象額を下回る場合

は､年齢に関係なく自動的に自動変更対象額まで引き上げら

れることとなるO

(2) 自動変更対象額は､厚生労働省が実施 している ｢毎月勤労

統計調査｣における労働者の平均給与額の変動状況に応 じて

改定されている｡

(3) 労働者の賃金水準が低下していることから､平均給与額の

増減率を基礎 として算定している自動変更対象額についても､

本年 8月 1日から､4,080円から4,060円に減額 さ

れている｡




